
※厚生労働省委託事業「令和３年度就業環境整備・改善支援事業」 

職場の就業環境を見直してみませんか? 

労務管理のお悩みを解決します 

「就業環境整備・改善支援セミナー」、個別相談(普及指導)を実施！ (無料) 
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厚生労働省は、中小企業および新規に起業された企業の方向けに、労働者を雇用する上で必要な

労働時間、休日、賃金などの労務管理や労働災害防止のための安全衛生管理など、それぞれの事情

に応じた適正な就業環境を整備する支援を実施します。【参加無料】  

この支援では、労務管理や安全衛生管理などの基本的な知識について、専門家による「就業環境整

備・改善支援セミナー」(オンラインセミナー・現地セミナー) の開催や個別相談(普及指導)などを行い

ます。経営者・労務管理担当者をはじめ、ご関心をお持ちの方はぜひご参加ください。多くの皆さまから

のお申し込みをお待ちしています。  

■ 就業環境整備・改善支援セミナー                                          

労務管理や安全衛生管理などの基本的な知識について、専門家が分かりやすく解説します。短時間

で必要最低限の情報が詰まったセミナーです。起業して 5年以内や新事業場を立ち上げた方、労働

環境の整備をお考えの経営者、労務管理担当者など、労務管理の知識向上を図ろうとされる方は、

この機会にぜひお申し込みください。また、「やさしく分かりやすく」を基本に編集制作したセミナーテ

キストと労務 管理に関する資料集・判例集も併せて提供いたします。セミナー終了後も社内でご活

用ください。  

オンライン開催と現地開催がありますので、ご都合に合わせてお申し込みください。詳しい開催日時

は、以下のウェブサイトからご覧いただけます。  

【開催日程・申し込み方法など詳細はこちら】                                    

令和 3年度就業環境整備・改善指導事業(就業環境整備・改善支援セミナー)  
https://shuugyou.mhlw.go.jp/seminar.html  

■ 個別相談(普及指導)                                                  

専門家が個別に事業場を訪問し、事業主の皆さんからの相談を伺いながら、それぞれの事情に応じ

た適正な就業環境整備の支援を行います(無料)。 申し込みは随時受け付けています。ご希望の方

は、ぜひお申し込みください。  

【申し込み方法など詳細はこちら】                                          

令和 3年度就業環境整備・改善指導事業(専門家による訪問《普及指導》) 
https://shuugyou.mhlw.go.jp/advice.html  

【お問い合わせ】 

就業環境整備・改善支援事業 運営事務局 ランゲート株式会社(受託者) 

電話 075(741)7862 (平日 9:00〜18:00)  

セミナー： s_seminar@mb.langate.co.jp 

個別相談： s_support@mb.langate.co.jp 


